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オンライン電子納品の運用に関する事項 
 

１.位置づけ 

 本事項は、『静岡市電子納品要領・基準－土木編・電気（土木）編・機械（土木）

編・建築編－』（令和３年４月）の一部として取扱い、静岡市電子納品実施マニュアル

「６.電子成果物の提出」内容について、電子媒体の納品をオンライン電子納品に読み

替えた事項を定める。 

 

２.オンライン電子納品とは 

 オンライン電子納品は、納品の効率化、成果品データの活用推進の取組の一環とし

て、電子納品要領における成果品データの電子媒体による納品に替えて、受注者がイ

ンターネット上でウェブブラウザを用いて成果品データを登録することで納品を行い

（以下、「オンライン電子納品」という。）、納品事務の効率化を図るものである。 

 

３.対象 

 オンライン電子納品の対象は、以下のとおりとする。 

建設業関連業務のうち、用地測量や補償業務等の個人情報を含む業務を除いた業務

及び建設工事のうち、技術政策課にて完成検査を行う全ての建設工事を対象とする。 

 

４.適用 

 適用は、令和７年４月１日とする。原則として、『静岡市電子納品要領・基準』に基

づく電子媒体による電子納品に替えて、オンライン電子納品を実施するものとする。

また、情報共有システムを活用した場合は、情報共有システム内の電子データも本シ

ステム登録の適用とする。 

 

５.実施手続き 

 発注者は、令和７年度に発注する案件に特記仕様書を添付する。また、履行条件明

示事項（対象外業務を除く）及び施工条件明示事項に対象である旨を記載する。 

 

６.利用システム 

 オンライン電子納品は、以下のシステム（以下、「オンライン電子納品システム」と

いう。）により実施する。 

  

 システム名 ： MyCityConstruction 

     URL ： https://mycityconstruction.jp/ 

 

 

７.積算の取扱い 

 令和７年度発注におけるオンライン電子納品システムの登録に有する費用につい

て、令和７年度内に納品するものは、登録料は発生しない。また、令和８年度以降に

納品するものについては、登録料が発生するため、以下のとおりとする。 

なお、既契約案件で令和８年度以降に納品するものについては、登録料は発生しない。 

（１）業務 

（土木）間接原価、間接測量費、業務管理費に含む。 

（建築）特別経費において積上げる。 

https://mycityconstruction.jp/
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（２）工事 

 （土木）技術管理費に含まれる。 

 （建築）工事費内訳において別途積上げる。 

 

８.電子成果品の作成 

電子成果品は、従来の電子媒体による電子成果品と同様に作成するものとするが、以

下に留意する。 

（１）概要№ 

  業務及び工事概要における№については、10桁数字の契約番号を記入する。なお、

オンライン電子納品システム上の基本情報における「設計書コード」には業務及び工

事の概要№を記入する。 

（２）フォルダ構成 

  ルート直下を電子納品要領に基づいたフォルダ構成とする。ディスク毎に分割さ

れたフォルダ構成としない。 

（３）情報共有システム 

  情報共有システムを活用した場合は、『情報共有システム』フォルダを作成し、登

録する。 

 

９.実施手順 

 以下の手順により実施する。 

（１）事前協議 

  オンライン電子納品を実施する場合は、表１に示す事前協議チェックシートの記

載例を参考に、納品方法を記載する。検査方法については、「電子媒体」を「オンラ

イン電子納品システム」に読み替える。また、事前協議において確認されたシステ

ム非対応の電子データがあった場合は、別途電子媒体にて提出すること。 

（２）ユーザ登録 

  受注者は、過去にオンライン電子納品システムの利用実績がない場合、オンライ

ン電子納品システムの組織ユーザ登録にてアカウントを作成する。利用実績がある

場合には、作成済のアカウントを利用する。なお、ユーザ登録及び成果品登録の詳

細の作業方法については、オンライン電子納品システムサイトのマニュアルを参照

すること。 

  URL ： https://mycityconstruction.jp/manuals 

（３）成果品登録 

  受注者は、電子成果物検査前チェックシートを用いてチェックを行った上で、電

子成果品の登録作業を行い、履行期間内または工期内に発注者の確認を受けるこ

と。なお、電子納品要領で定めている「電子媒体納品書」の提出は不要とする。 

（４）電子成果物検査前協議 

電子成果検査前協議においては、表２に示す電子成果検査前チェックシートの記

載例を参考に必要事項を記入し、オンライン電子納品システムに登録すること。 

  監督員は申請内容メールを受信した後、オンライン電子納品システムにて電子成

果物の確認を行う。なお、確認時にシステム非対応の電子データが確認された際

は、別途電子媒体での提出を受注者へ依頼する。 

（５）登録内容確認 

  発注者（監督員）は、提出された電子成果物検査前チェックシートを用いて、登

録された成果品を確認する。登録された成果品に不備がある場合は差戻しを行い、

https://mycityconstruction.jp/manuals
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受注者は成果品を修正し、再度登録を行う。 

（６）完了検査 

  完了検査は、オンライン電子納品システムに登録された成果品をシステム上で閲

覧することにより実施することを原則とする。 

（７）成果品承認 

  完了検査後、監督員は速やかに成果品の承認を行う。受注者は、承認通知メール

を受信後、オンライン電子納品の登録証明書（電子成果登録証明書）の発行有無を

確認する。発注者への登録証明書の提出は不要とする。 

 

９.登録データの取扱い 

 オンライン電子納品の電子成果品については、原則「非公開」の設定を基本とす

る。 
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表１ 事前協議チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

オンライン電子納品の場合は、（７）その他に記載 
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表２ 電子成果検査前チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
成果物の電子媒体（CD-R 等）を電磁的記録媒体

（オンライン電子納品システム）に読み替える 


